
 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 
 

農業委員会の委員・農地利用最適化推進委員の募集について 

 
現在の農業委員会の委員は、令和８年７月１９日で任期満了を迎えますので、令和８年７月

２０日から３年間の任用期間の農業委員会の委員を募集します。 
また、農業委員会の委員とともに農地等の利用の最適化の推進に取り組んでいただく、農地

利用最適化推進委員も同時に募集します。 
募集方法は、農業委員会の委員、農地利用最適化推進委員のいずれも個人による推薦、団体

による推薦、一般からの募集の３種類となりますので、推薦する方及び応募する方は該当する

様式にご記入の上、届出してください。 
なお、応募につきましては、農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員のどちらにも応

募することができます。 
 

農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の募集要項 

 
項　目 農業委員会の委員 農地利用最適化推進委員

 
募集人員 １３人 １２人

 
募集期間

令和８年１月２０日（火）～ 令和８年２月２０日（金）（消印有効）まで 
※役場開庁日の午前８時３０分から午後５時１５分まで

 
 
推薦を受け

る者及び応

募する者の

資格

農業に関する識見を有し、農地等の

利用の最適化の推進に関する事項

その他の農業委員会の所掌に属す

る事項に関しその職務を適切に行

うことができる者 
ただし、選任予定日において下記の

(１)～(３)に該当する者については

推薦及び募集に応募する資格があ

りません

農地等の利用の最適化の推進に熱意と識

見を有する者 
ただし、選任予定日において下記の(１)～
(３)に該当する者については推薦及び募

集に応募する資格がありません

 (１)農業委員会等に関する法律第８条第４項のいずれかに該当する者 
(２)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条に規定する暴力団 

員等 
(３)日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を

力で破壊する事を主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した

者

 
 
推薦及び応

募に係る手

続き等

推薦又は応募する者は、規定の様式に必要事項をご記入の上、益子町農業委員

会事務局に提出されるか、又は郵送してください。 
規定の様式は益子町ホームページからもダウンロードできるほか、益子町役場

農業委員会事務局で配布します

 募集要項



 

 
身　　分 特別職の非常勤職員

 
項　目 農業委員会の委員 農地利用最適化推進委員

 
任用期間 令和８年７月２０日～令和１１年７月１９日

 
委員報酬

「益子町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例」に

定める額

 
 

職務内容 農地の権利移動等の申請の許可、

決定等の審査や、農地利用最適化

推進委員と連携し、遊休農地の発

生防止・解消の推進、担い手への

農地集積を推進するための指針

の作成など

農業委員等と連携し、農地の権利移動等

の申請地の現地確認、遊休農地の発生防

止・解消に向けたパトロールや農地所有

者等への働きかけ、担い手への農地集積

など担当する区域内での推進活動

 
 

その他 受付期間の中間及び期間終了後に、益子町ホームページ等に推薦した者、推薦

を受けた者及び応募した者に関する以下の情報を公表いたします。 
(１)推薦者（個人）については、氏名、職業、年齢及び性別 
(２)推薦者（団体）については、団体名、団体の目的、代表者の氏名、構成員の

数及び構成員の資格・要件 
(３)被推薦者又は応募者の氏名、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況 
(４)推薦又は応募の理由 
(５)推薦者が被推薦者を益子町農業委員会の委員又は益子町農業委員会農地利

用最適化推進委員に推薦しているか否かの別、又は応募者が益子町農業委員

会の委員又は益子町農業委員会農地利用最適化推進委員に応募しているか

否かの別

 (６)被推薦者の数及びそのうちの

認定農業者等の数 
(７)応募者の数及びそのうちの認

定農業者等の数

 
 
農地利用最

適化推進委

員の担当及

び区域別人

数

 区

域

人数 

(人)
区域の詳細

 

第

１
４

大字長堤　大字上山　大字前沢　大

字山本　大字大郷戸　大字小泉　大

字梅ヶ内　大字本沼　大字東田井

 
第

２
４

大字益子　城内坂　大字生田目　大

字塙　大字上大羽　大字下大羽

 

第

３
４

大字七井　七井中央　大字大沢　大

字小宅　大字北中　大字芦沼　大字

大平
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